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営繕工事における週休２日促進工事の実施について（改定） 

 

 

 

建設業の働き方改革を推進する観点から、「営繕工事における週休２日促進工事の実施に

ついて（改定）」（令和６年３月22日付け国会公契37号、国営管第589号、国営計第171号、国

営建技第13号）により、営繕工事において労務費の補正等の試行を行う週休２日の取組を行

う工事（週休２日促進工事）を実施しているところですが、これまでの取組状況を踏まえ、

別添のとおり実施要領を改定し、令和７年４月１日以降に入札手続きを開始する工事から適

用することとしましたので、参考送付致します。 

つきましては、公共建築工事の発注と実施にあたり本実施要領等を参考として頂きます 

ようお願いいたします。 
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１．営繕工事における週休２日促進工事の実施について（改定）                    

２．営繕工事における週休２日促進工事の実施に係る積算方法等の運用について（改定） 
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営繕工事における週休２日促進工事の実施について（改定） 

 

建設業の働き方改革を推進する観点から、「営繕工事における週休２日促進工事の実施に

ついて（改定）」（令和６年３月22日付け国会公契第37号、国営管第589号、国営計第171

号、国営建技第13号）により、営繕工事において労務費の補正等の試行を行う週休２日の取

組を行う工事（週休２日促進工事）を実施しているところであるが、これまでの取組状況を

踏まえて、実施要領を別添のとおり改定し、令和７年４月１日以降に入札手続を開始する工

事から適用することとしたので、遺漏なきよう措置されたい。 

また、本取組に関し、各地方ブロックの営繕主管課長会議や発注者協議会等を通じて地方

公共団体等へ適宜必要な情報提供等を行い、周知されたい。 

  



 

別添 

営繕工事における週休２日促進工事実施要領 

 

１．目的 

本実施要領は、営繕工事における週休２日の取組において労務費の補正等の試行を行うた

めに必要な事項を定め、もって週休２日を促進することを目的とする。 

 

２．用語の定義 

(1) 週休２日 

① 完全週休２日（土日）とは、対象期間の全ての週において、原則として土曜日及び

日曜日を現場閉所（現場休息）日に指定し、２日以上の現場閉所（現場休息）を行っ

たと認められる状態をいう。ただし、土曜日又は日曜日に現場作業を行うこととされ

ている場合は、受発注者間で協議した上で、当該曜日に代わる曜日を現場閉所日（現

場休息日）に指定するものとする。 

② 月単位の週休２日とは、対象期間の全ての月において、４週８休以上の現場閉所

（現場休息）を行ったと認められる状態をいう。 

③ 通期の週休２日とは、対象期間において、４週８休以上の現場閉所（現場休息）を

行ったと認められる状態をいう。 

(2) 対象期間 

工事着手日（現場に継続的に常駐した最初の日）から工事完成日までの期間をいう。

なお、年末年始休暇６日間、夏季休暇３日間、工場製作のみを実施している期間、工事

全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当

する期間、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間等は含まない。 

(3) 現場閉所 

巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所

での作業を含めて１日を通して現場が閉所された状態をいう。 

(4) 現場休息 

 分離発注工事の場合に、各発注工事単位で、現場事務所での作業を含めて１日を通し

て現場作業が無い状態をいう。 

 

３．週休２日の達成基準 

(1) 完全週休２日（土日） 

完全週休２日（土日）の達成は、対象期間内の全ての週（原則として、土曜日から金

曜日までの７日間とする。以下同じ。）ごとに現場閉所（現場休息）日数が２日以上の

水準に達していることをもって判断する。ただし、対象期間の日数が７日に満たない週

においては、当該週の土曜日及び日曜日の合計日数以上の現場閉所（現場休息）を行っ

ていれば、達成しているとみなす。 

(2) 月単位の週休２日 



 

月単位の週休２日の達成は、対象期間内の全ての月ごとに現場閉所（現場休息）日数

の割合（以下「現場閉所（現場休息）率」という。）が28.5%（８日/28日）以上の水準

に達していることをもって判断する。ただし、暦上の土曜日及び日曜日の日数の割合が

28.5%に満たない月においては、当該月の土曜日及び日曜日の合計日数以上の現場閉所

（現場休息）を行っていれば、達成しているとみなす。 

   

(3) 通期の週休２日 

通期の週休２日の達成は、対象期間内の現場閉所（現場休息）率が28.5％（８日/28

日）以上の水準に達していることをもって判断する。 

 

なお、現場閉所日（現場休息日）を土曜日及び日曜日としない場合においては、上記の

「土曜日及び日曜日」を受発注者間の協議により変更できるものとする。完全週休２日（土

日）に取り組む場合は、同一の週内において変更するものとする。 

また、現場休息率の算出において、現場休息日数には現場閉所日数を含む。また、降雨、

降雪等による予定外の現場閉所日や猛暑による作業不能日についても、現場閉所日数に含め

るものとする。 

 

４．対象工事 

本実施要領は営繕工事に適用する。 

ただし、地域の実情等により対応が困難な工事は対象外とすることができる。 

 

５．発注方式 

次の①または②のいずれかによる方式を基本とする。 

なお、一つの工事現場で複数の工事が分離発注される場合は、全ての工事について同

一の方式を選択する。 

① 完全週休２日（土日）Ⅰ型 

受注者が工事着手前に「完全週休２日（土日）」に取り組む旨を発注者と協議し

たうえで取り組む方式（月単位の週休２日及び通期の週休２日は必須） 

② 完全週休２日（土日）Ⅱ型 

 受注者が工事着手前に「完全週休２日（土日）及び月単位の週休２日」又は「月

単位の週休２日」に取り組む旨を発注者と協議したうえで取り組む方式（通期の週

休２日は必須） 

 

６．積算方法等 

(1) 補正方法 

対象期間中の現場閉所（現場休息）の状況に応じた以下の補正係数により労務費（予

定価格のもととなる工事費の積算に用いる複合単価、市場単価及び物価資料の掲載価格

（材工単価）の労務費）及び現場管理費を補正する。 



 

①完全週休２日（土日）適用工事     労務費   １．０２ 

                    現場管理費 １．０１ 

②月単位の週休２日適用工事       労務費   １．０２ 

(2) 積算及び変更方法 

① 完全週休２日（土日）Ⅰ型 

「完全週休２日（土日）」の達成を前提に、(1)①により労務費及び現場管理費を補正

し工事費を積算して予定価格を作成する。 

現場閉所（現場休息）の達成状況を確認し、「完全週休２日（土日）」が未達成の場

合は、補正係数を(1)②に変更し、「月単位の週休２日」が未達成の場合は、補正係数

を除し、請負代金額のうち補正分を減額変更する。なお、契約変更においては、契約書

第25条の規定に基づき行うものとする。 

また、工事着手前に受注者が「完全週休２日（土日）」の取組を希望しない場合

（「完全週休２日（土日）」の取組の協議が整わなかった場合を含む。）については、

契約締結後における直近の変更契約等に併せて、補正係数を(1)②に変更するものとす

る。 

 

②完全週休２日（土日）Ⅱ型 

「完全週休２日（土日）」の達成を前提に、(1)①により労務費及び現場管理費を補正

し工事費を積算して予定価格を作成する。 

現場閉所（現場休息）の達成状況を確認し、「完全週休２日（土日）」が未達成の場

合は、補正係数を(1)②に変更し、「月単位の週休２日」が未達成の場合は、補正係数

を除し、請負代金額のうち補正分を減額変更する。なお、契約変更においては、契約書

第25 条の規定に基づき行うものとする。 

また、工事着手前に受注者が「完全週休２日（土日）及び月単位の週休２日」又は

「月単位の週休２日」の取組を希望しない場合（「完全週休２日（土日）及び月単位の

週休２日」又は「月単位の週休２日」の取組の協議が整わなかった場合を含む。）につ

いては、契約締結後における直近の変更契約等に併せて、補正係数を(1)②に変更、又

は補正係数を除した変更を行うものとする。 

 

 

７．対象工事である旨等の明示 

(1) 対象工事である旨等の明示は、次に掲げる契約方式ごとに、それぞれ次に掲げる書面

（電磁的記録を含む。）（以下「現場説明書等」という。）への記載により行うものとす

る。 

① 一般競争入札の場合         ：入札公告、入札説明書及び現場説明書 

② 工事希望型競争入札の場合   ：送付資料及び現場説明書 

③ ②以外の指名競争入札の場合 ：指名通知書及び現場説明書 

④ 随意契約                   ：現場説明書 



 

(2) (1)の記載は、別記の記載例を参考にするものとする。 

 

８．現場閉所（現場休息）の確認方法等 

(1) 現場閉所（現場休息）の確認方法 

① 工事着手前 

・ 監督職員は、現場閉所（現場休息）の予定日を記載した「実施工程表」等を受注者よ

り受領し、受注者が取り組む週休２日が確保されていることを確認する。 

・「対象期間」の設定として、工事着手日に加え、必要に応じて工場製作のみを実施し

た期間などの対象外とする期間を受注者と協議により決定する。 

・分離発注工事の受注者は、受注者間で協力し、工事の進捗に影響が出ないよう現場閉

所（現場休息）の予定日を調整したうえで、その予定日を記載した「実施工程表」等

を作成し、監督職員に提出する。 

② 工事着手後 

・ 監督職員は、工程計画の見直し等が生じた場合には、その都度現場閉所（現場休息）

の予定日を記載した｢実施工程表｣等を受注者より受領し、現場閉所（現場休息）の状

況を確認する。なお、分離発注工事の場合は、「実施工程表」等の修正に当たって

は、受注者間で調整を行う。 

・ 監督職員は、受注者が作成する現場閉所（現場休息）の日が記載された「実施工程

表」等により、定期的に対象期間内の現場閉所（現場休息）の日数を確認する。 

③ その他留意事項 

・ 現場閉所（現場休息）の状況の確認に当たっては、新たな書類作成等により事務負担

が増大しないよう留意し、既存の書類の活用に努める。 

・ 監督職員は、現場閉所（現場休息）の前日などに、現場閉所（現場休息）の日に作業

が発生するような指示等は行わないように配慮する。 

・ 監督職員は、一つの工事現場において、設備工事、内装工事等の後工程の適正な施工

期間を考慮して、全体の工程に遅延が生じないように、各工事間（分離で発注した工

事を含む。）の調整を適切に実施する。 

・ 工事一時中止を行う場合など対象外とする期間を変更する必要が生じた場合は、その

都度、監督職員は受注者と協議する。 

・監督職員は、統括安全衛生責任者を選任している場合で、その者が職務を行うことが

できないときは、労働安全衛生法等の規定に基づき、代理者を選任しなければならな

いことから、「実施工程表」等を受注者から受領した際に、統括安全衛生責任者を選

任している受注者が現場休息の日となる場合の体制について必要な調整を行う。 

(2) 週休２日促進工事の見える化 

施設管理者の承諾を前提に週休２日促進工事である旨を仮囲い等に明示する。 

(3) 適正な工期の確保 

余裕期間制度を積極的に活用するとともに、「公共建築工事における工期設定の基本

的考え方」等に基づき、後工程へのしわ寄せ及び全体工程の遅延が生じないように、設



 

備工事等の後工程の適正な施工期間や設備の総合試運転調整等に必要な期間を確保する

など適正な工期を設定する。 

特に新営工事については、（一社）日本建設業連合会の｢建築工事適正工期算定プログ

ラム｣等を参考活用する。 

(4) 工事成績評定 

地方整備局営繕工事成績評定実施要領において｢休日・代休の確保｣を標準の評価項目

として設定していることから、週休２日を確保した場合は従来と同様に適切に評価す

る。 

提出された工程表が月単位の週休２日又は通期の週休２日の取得を前提としていない

など、明らかに受注者側に月単位の週休２日又は通期の週休２日に取り組む姿勢が見ら

れなかった場合は、「官庁営繕部請負工事成績評定要領」（平成13年３月30日付け、国

営計第87号、国営技第33号）、「請負工事成績評定要領」（平成13年３月30日付け、国

営技第92号）等に基づく成績評定において点数を減ずる措置を行うものとする。なお、

完全週休２日（土日）Ⅰ型においては、完全週休２日（土日）に関する点数を減ずる措

置は行わないものとする。また、完全週休２日（土日）Ⅱ型においては、完全週休２日

（土日）及び月単位の週休２日に関する点数を減ずる措置は行わないものとする。 

(5) 元請下請の取引の適正化 

週休２日促進工事の実施にあたり、工期や契約金額等について下請業者へのしわ寄せ

が生じることのないよう、所管部署（建政部）に対して、対象工事の情報を提供するな

ど連携を密に行うものとする。 

 

９．その他 

週休２日促進工事を実施する場合は、モニタリングを実施し、週休２日確保の阻害となる

要因の把握や対応策を検討するとともに、工事完成日時点で受発注者へアンケート調査を実

施する。また、完全週休２日（土日）Ⅰ型で受注者が完全週休２日（土日）の取組を希望し

ない場合、及び完全週休２日（土日）Ⅱ型で受注者が完全週休２日（土日）の取組又は月単

位の週休２日の取組を希望しない場合は、その理由を把握する。 

また、本要領によりがたい工事の場合は、大臣官房官庁営繕部と協議の上、別途個別に運

用を定めることができる。 

 

 

附則 

 本実施要領は、令和７年４月１日以降に入札手続を開始する営繕工事から適用する。 

  



 

（別記）現場説明書等における記載例 
【完全週休２日（土日）Ⅰ型の場合】 

１．本工事は、受注者が工事着手前に発注者に対して、週休２日について取り組む内容を協議したうえで工事を

実施する週休２日促進工事である。 

２． 週休２日の考え方は以下のとおりである。 

⑴ 受注者は、次の取組の希望の有無を工事着手前に監督職員に工事打合書等で報告し、希望する取組を行うも

のとする。なお、希望しない取組については、受注者は当該取組に係る内容の義務を負わない。 

①対象期間の全ての週（原則として、土曜日から金曜日までの７日間とする。以下同じ。）において、原則と

して土曜日及び日曜日を現場閉所日に指定し、週ごとに２日以上の現場閉所を行う。ただし、対象期間にお

いて日数が７日に満たない週においては、当該週の土曜日及び日曜日の合計日数以上の現場閉所を行うこと

とする。なお、現場閉所日を土曜日及び日曜日としない場合においては、上記の「土曜日及び日曜日」を受

発注者間の協議により変更できるものとする。 

⑵ 受注者は、次の取組については、協議に関わらず取り組むものとする。明らかに受注者側に当該取組を行う

姿勢が見られなかった場合については、内容に応じて工事成績評定から点数を減ずる措置を行うものとする。 

①対象期間の全ての月ごとに、現場閉所日数の割合（以下「現場閉所率」という。）が28.5%（８日/28日）以

上となるよう現場閉所を行う。ただし、暦上の土曜日及び日曜日の日数の割合が28.5%に満たない月におい

ては、当該月の土曜日及び日曜日の合計日数以上の現場閉所を行っている状態をいう。なお、現場閉所日を

土曜日及び日曜日としない場合においては、上記の「土曜日及び日曜日」を受発注者間の協議により変更で

きるものとする。 

②対象期間内の現場閉所率が、28.5％（８日/28日）以上となるよう現場閉所を行う。 

⑶ 「対象期間」とは、工事着手日（現場に継続的に常駐した最初の日）から工事完成日までの期間をいう。な

お、年末年始休暇６日間、夏季休暇３日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している

期間のほか、発注者があらかじめ対象外とした内容に該当する期間、受注者の責によらず現場作業を余儀なく

される期間等は含まない。 

⑷ 「現場閉所」とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所で

の作業を含めて１日を通して現場が閉所された状態をいう。また、降雨、降雪等による予定外の現場の閉所や

猛暑による作業不能による一日を通しての現場の閉所についても、現場閉所に含めるものとする。 

３. 受注者は、工事着手前に、週休２日の取得計画が確認できる「現場閉所予定日」を記載した「実施工程表」

等を作成し、監督職員の確認を得た上で、週休２日に取り組むものとする。工事着手後に、工程計画の見直し

等が生じた場合には、その都度、「実施工程表」等を提出するものとする。監督職員が現場閉所の状況を確認

するために「実施工程表」等に｢現場閉所日｣を記載し、必要な都度、監督職員に提出するものとする。また、

施設管理者の承諾を前提に週休２日促進工事である旨を仮囲い等に明示する。 

４． 監督職員は、受注者が作成する｢現場閉所日｣が記載された｢実施工程表｣等により、対象期間内の現場閉所日

数を確認する。 

５．２⑴①を前提に補正係数1.02による労務費（予定価格のもととなる工事費の積算に用いる複合単価、市場単

価及び物価資料の掲載価格（材工単価）の労務費）の補正及び補正係数1.01による現場管理費（原則として、

現場管理費率相当額）の補正を行った上で予定価格を作成している。発注者は、現場閉所の達成状況を確認

し、２⑴①の取組が未達成の場合は現場管理費の補正係数を除して現場管理費補正分を減額変更し、２⑴①及

び２⑵①が未達成の場合は労務費の補正係数及び現場管理費の補正係数を除して請負代金額のうち労務費補正

分及び現場管理費補正分を減額変更する。なお、工事着手前に受注者が２⑴①の取組を希望しない場合（２⑴

①に取り組むことについて協議が整わなかった場合を含む。）については、速やかに請負代金額のうち現場管

理費補正分を減額変更する。 

６． 本工事は週休２日促進工事のモニタリング対象であり、現場閉所が困難となった場合には、監督職員は受注

者に当該理由を確認の上、対応策を協議することがある。また、受注者は工事完成日時点で監督職員の指示に

よるアンケート調査に協力するものとする。 

 

 



 

【完全週休２日（土日）Ⅰ型（分離発注工事）の場合】 

１．本工事は、受注者が工事着手前に発注者に対して、週休２日について取り組む内容を協議したうえで工事を

実施する週休２日促進工事である。 

２． 週休２日の考え方は以下のとおりである。 

⑴ 受注者は、次の取組の希望の有無を工事着手前に監督職員に工事打合書等で報告し、希望する取組を行うも

のとする。なお、希望しない取組については、受注者は当該取組に係る内容の義務を負わない。 

①対象期間の全ての週（原則として、土曜日から金曜日までの７日間とする。以下同じ。）において、原則と

して土曜日及び日曜日を現場休息日に指定し、週ごとに２日以上の現場休息を行う。ただし、対象期間にお

いて日数が７日に満たない週においては、当該週の土曜日及び日曜日の合計日数以上の現場休息を行うこと

とする。なお、現場休息日を土曜日及び日曜日としない場合においては、上記の「土曜日及び日曜日」を受

発注者間の協議により変更できるものとする。 

⑵ 受注者は、次の取組については、協議に関わらず取り組むものとする。明らかに受注者側に当該取組を行う

姿勢が見られなかった場合については、内容に応じて工事成績評定から点数を減ずる措置を行うものとする。 

①対象期間の全ての月ごとに、現場休息日数の割合（以下「現場休息率」という。）が28.5%（８日/28日）以

上となるよう現場休息を行う。ただし、暦上の土曜日及び日曜日の日数の割合が28.5%に満たない月におい

ては、当該月の土曜日及び日曜日の合計日数以上の現場休息を行っている状態をいう。なお、現場休息日を

土曜日及び日曜日としない場合においては、上記の「土曜日及び日曜日」を受発注者間の協議により変更で

きるものとする。 

②対象期間内の現場休息率が、28.5％（８日/28日）以上となるよう現場休息を行う。 

⑶ 「対象期間」とは、工事着手日（現場に継続的に常駐した最初の日）から工事完成日までの期間をいう。な

お、年末年始休暇６日間、夏季休暇３日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している

期間のほか、発注者があらかじめ対象外とした内容に該当する期間、受注者の責によらず現場作業を余儀なく

される期間等は含まない。 

⑷ 「現場休息」とは、各発注工事単位で、現場事務所での作業を含めて１日を通して現場作業が無い状態をい

う。また、降雨、降雪等による予定外の現場の閉所や猛暑による作業不能による一日を通しての現場の閉所に

ついても、現場休息に含めるものとする。 

３. 受注者は、工事着手前に、週休２日の取得計画が確認できる現場休息の予定日を記載した「実施工程表」等

を作成し、監督職員の確認を得た上で、週休２日に取り組むものとする。受注者は、分離発注工事である○○

工事、○○工事の受注者と協力し、工事の進捗に影響が出ないよう現場休息の予定日を調整したうえで「実施

工程表」等を作成する。工事着手後に、工程計画の見直し等が生じた場合には、その都度、「実施工程表」等

を提出するものとする。監督職員が現場休息の状況を確認するために「実施工程表」等に現場休息の日を記載

し、必要な都度、監督職員に提出するものとする。また、施設管理者の承諾を前提に週休２日促進工事である

旨を仮囲い等に明示する。 

４． 監督職員は、受注者が作成する現場休息の日が記載された｢実施工程表｣等により、対象期間内の現場休息日

数を確認する。 

５．２⑴①を前提に補正係数1.02による労務費（予定価格のもととなる工事費の積算に用いる複合単価、市場単

価及び物価資料の掲載価格（材工単価）の労務費）の補正及び補正係数1.01による現場管理費（原則として、

現場管理費率相当額）の補正を行った上で予定価格を作成している。発注者は、現場休息の達成状況を確認

し、２⑴①の取組が未達成の場合は現場管理費の補正係数を除して現場管理費補正分を減額変更し、２⑴①及

び２⑵①が未達成の場合は労務費の補正係数及び現場管理費の補正係数を除して請負代金額のうち労務費補正

分及び現場管理費補正分を減額変更する。なお、工事着手前に受注者が２⑴①の取組を希望しない場合（２⑴

①に取り組むことについて協議が整わなかった場合を含む。）については、速やかに請負代金額のうち現場管

理費補正分を減額変更する。 

６． 本工事は週休２日促進工事のモニタリング対象であり、現場休息が困難となった場合には、監督職員は受注

者に当該理由を確認の上、対応策を協議することがある。また、受注者は工事完成日時点で監督職員の指示によ

るアンケート調査に協力するものとする。 

 

  



 

【完全週休２日（土日）Ⅱ型の場合】 

１．本工事は、受注者が工事着手前に発注者に対して、週休２日について取り組む内容を協議したうえで工事を

実施する週休２日促進工事である。 

２． 週休２日の考え方は以下のとおりである。 

⑴ 受注者は、次の取組の希望の有無を工事着手前に監督職員に工事打合書等で報告し、希望する取組を行うも

のとする。なお、希望しない取組については、受注者は当該取組に係る内容の義務を負わない。 

①対象期間の全ての週（原則として、土曜日から金曜日までの７日間とする。以下同じ。）において、原則と

して土曜日及び日曜日を現場閉所日に指定し、週ごとに２日以上の現場閉所を行う。ただし、対象期間にお

いて日数が７日に満たない週においては、当該週の土曜日及び日曜日の合計日数以上の現場閉所を行うこと

とする。なお、現場閉所日を土曜日及び日曜日としない場合においては、上記の「土曜日及び日曜日」を受

発注者間の協議により変更できるものとする。 

②対象期間の全ての月ごとに、現場閉所日数の割合（以下「現場閉所率」という。）が28.5%（８日/28日）以

上となるよう現場閉所を行う。ただし、暦上の土曜日及び日曜日の日数の割合が28.5%に満たない月におい

ては、当該月の土曜日及び日曜日の合計日数以上の現場閉所を行っている状態をいう。なお、現場閉所日を

土曜日及び日曜日としない場合においては、上記の「土曜日及び日曜日」を受発注者間の協議により変更で

きるものとする。 

⑵ 受注者は、次の取組については、協議に関わらず取り組むものとする。明らかに受注者側に当該取組を行う

姿勢が見られなかった場合については、内容に応じて工事成績評定から点数を減ずる措置を行うものとする。 

①対象期間内の現場閉所率が、28.5％（８日/28日）以上となるよう現場閉所を行う。 

⑶ 「対象期間」とは、工事着手日（現場に継続的に常駐した最初の日）から工事完成日までの期間をいう。な

お、年末年始休暇６日間、夏季休暇３日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している

期間のほか、発注者があらかじめ対象外とした内容に該当する期間、受注者の責によらず現場作業を余儀なく

される期間等は含まない。 

⑷ 「現場閉所」とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所で

の作業を含めて１日を通して現場が閉所された状態をいう。また、降雨、降雪等による予定外の現場の閉所や

猛暑による作業不能による一日を通しての現場の閉所についても、現場閉所に含めるものとする。 

３. 受注者は、工事着手前に、週休２日の取得計画が確認できる「現場閉所予定日」を記載した「実施工程表」

等を作成し、監督職員の確認を得た上で、週休２日に取り組むものとする。工事着手後に、工程計画の見直し

等が生じた場合には、その都度、「実施工程表」等を提出するものとする。監督職員が現場閉所の状況を確認

するために「実施工程表」等に｢現場閉所日｣を記載し、必要な都度、監督職員に提出するものとする。また、

施設管理者の承諾を前提に週休２日促進工事である旨を仮囲い等に明示する。 

４． 監督職員は、受注者が作成する｢現場閉所日｣が記載された｢実施工程表｣等により、対象期間内の現場閉所日

数を確認する。 

５．２⑴①を前提に補正係数1.02による労務費（予定価格のもととなる工事費の積算に用いる複合単価、市場単

価及び物価資料の掲載価格（材工単価）の労務費）の補正及び補正係数1.01による現場管理費（原則として、

現場管理費率相当額）の補正を行った上で予定価格を作成している。発注者は、現場閉所の達成状況を確認

し、２⑴①の取組が未達成の場合は現場管理費の補正係数を除して現場管理費補正分を減額変更し、２⑴①及

び②が未達成の場合は労務費の補正係数及び現場管理費の補正係数を除して請負代金額のうち労務費補正分及

び現場管理費補正分を減額変更する。なお、工事着手前に受注者が２⑴①又は２⑴①②両方の取組を希望しな

い場合（２⑴①又は２⑴①②両方に取り組むことについて協議が整わなかった場合を含む。）については、速

やかに請負代金額のうち労務費補正分及び現場管理費補正分を減額変更する。 

６． 本工事は週休２日促進工事のモニタリング対象であり、現場閉所が困難となった場合には、監督職員は受注

者に当該理由を確認の上、対応策を協議することがある。また、受注者は工事完成日時点で監督職員の指示によ

るアンケート調査に協力するものとする。 

 



 

【完全週休２日（土日）Ⅱ型（分離発注工事）の場合】 

１．本工事は、受注者が工事着手前に発注者に対して、週休２日について取り組む内容を協議したうえで工事を

実施する週休２日促進工事である。 

２． 週休２日の考え方は以下のとおりである。 

⑴ 受注者は、次の取組の希望の有無を工事着手前に監督職員に工事打合書等で報告し、希望する取組を行うも

のとする。なお、希望しない取組については、受注者は当該取組に係る内容の義務を負わない。 

①対象期間の全ての週（原則として、土曜日から金曜日までの７日間とする。以下同じ。）において、原則と

して土曜日及び日曜日を現場休息日に指定し、週ごとに２日以上の現場休息を行う。ただし、対象期間にお

いて日数が７日に満たない週においては、当該週の土曜日及び日曜日の合計日数以上の現場休息を行うこと

とする。なお、現場休息日を土曜日及び日曜日としない場合においては、上記の「土曜日及び日曜日」を受

発注者間の協議により変更できるものとする。 

②対象期間の全ての月ごとに、現場休息日数の割合（以下「現場休息率」という。）が28.5%（８日/28日）以

上となるよう現場休息を行う。ただし、暦上の土曜日及び日曜日の日数の割合が28.5%に満たない月におい

ては、当該月の土曜日及び日曜日の合計日数以上の現場休息を行っている状態をいう。なお、現場休息日を

土曜日及び日曜日としない場合においては、上記の「土曜日及び日曜日」を受発注者間の協議により変更で

きるものとする。 

⑵ 受注者は、次の取組については、協議に関わらず取り組むものとする。明らかに受注者側に当該取組を行う

姿勢が見られなかった場合については、内容に応じて工事成績評定から点数を減ずる措置を行うものとする。 

①対象期間内の現場休息率が、28.5％（８日/28日）以上となるよう現場休息を行う。 

⑶ 「対象期間」とは、工事着手日（現場に継続的に常駐した最初の日）から工事完成日までの期間をいう。な

お、年末年始休暇６日間、夏季休暇３日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している

期間のほか、発注者があらかじめ対象外とした内容に該当する期間、受注者の責によらず現場作業を余儀なく

される期間等は含まない。 

⑷ 「現場休息」とは、各発注工事単位で、現場事務所での作業を含めて１日を通して現場作業が無い状態をい

う。また、降雨、降雪等による予定外の現場の閉所や猛暑による作業不能による一日を通しての現場の閉所に

ついても、現場休息に含めるものとする。 

３. 受注者は、工事着手前に、週休２日の取得計画が確認できる現場休息の予定日を記載した「実施工程表」等

を作成し、監督職員の確認を得た上で、週休２日に取り組むものとする。受注者は、分離発注工事である○○

工事、○○工事の受注者と協力し、工事の進捗に影響が出ないよう現場休息の予定日を調整したうえで「実施

工程表」等を作成する。工事着手後に、工程計画の見直し等が生じた場合には、その都度、「実施工程表」等

を提出するものとする。監督職員が現場休息の状況を確認するために「実施工程表」等に現場休息の日を記載

し、必要な都度、監督職員に提出するものとする。また、施設管理者の承諾を前提に週休２日促進工事である

旨を仮囲い等に明示する。 

４． 監督職員は、受注者が作成する現場休息の日が記載された｢実施工程表｣等により、対象期間内の現場休息日

数を確認する。 

５．２⑴①を前提に補正係数1.02による労務費（予定価格のもととなる工事費の積算に用いる複合単価、市場単

価及び物価資料の掲載価格（材工単価）の労務費）の補正及び補正係数1.01による現場管理費（原則として、

現場管理費率相当額）の補正を行った上で予定価格を作成している。発注者は、現場休息の達成状況を確認

し、２⑴①の取組が未達成の場合は現場管理費の補正係数を除して現場管理費補正分を減額変更し、２⑴①及

び②が未達成の場合は労務費の補正係数及び現場管理費の補正係数を除して請負代金額のうち労務費補正分及

び現場管理費補正分を減額変更する。なお、工事着手前に受注者が２⑴①又は２⑴①②両方の取組を希望しな

い場合（２⑴①又は２⑴①②両方に取り組むことについて協議が整わなかった場合を含む。）については、速

やかに請負代金額のうち労務費補正分及び現場管理費補正分を減額変更する。 

６． 本工事は週休２日促進工事のモニタリング対象であり、現場休息が困難となった場合には、監督職員は受注

者に当該理由を確認の上、対応策を協議することがある。また、受注者は工事完成日時点で監督職員の指示によ

るアンケート調査に協力するものとする。 
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営繕工事における週休２日促進工事の 

実施に係る積算方法等の運用について（改定） 

 

     

「営繕工事における週休２日促進工事の実施について（改定）」（令和７年３

月 25 日付け国会公契第 50 号、国営管第 617 号、国営計第 170 号、国営建技第

６号。以下「課長通達」という。）により営繕工事における週休２日促進工事実

施要領が改定されたところであるが、同要領による営繕工事における週休２日

促進工事の実施に係る積算方法等の運用について下記のとおり改定したので

適切に対応されたい。なお、令和７年３月 31 日以前に入札手続等を行った工

事については、従前の例による。 

 

 

記 

 

 

１．工事費の積算方法 
 

週休２日促進工事において、現場閉所（現場休息）の状況に応じて、「２．単

価の補正方法等」に基づき労務費を補正した複合単価及び市場単価等により、予

定価格のもととなる工事費の積算を行う。 
 
 
２．単価の補正方法等 
 

工事費の積算に用いる単価の補正方法等は以下による。 
 
（１）複合単価 

複合単価の労務単価は、公共工事設計労務単価に課長通達の補正係数を



乗じて補正する。 

なお、交通誘導警備員の労務単価についても同様に補正する。 

 

（２）市場単価、補正市場単価及び物価資料の掲載価格 

市場単価と補正市場単価は、課長通達の補正係数から算出した以下の表

Ａ－２、表Ｅ－２及びＭ－２の補正率を用いた以下の式により補正する。 
 
【新営工事の場合】 

・市場単価 × 新営補正率 
・補正市場単価 × 新営補正率 

 
【全館無人改修の場合（基準単価の算定）】 

・市場単価 × 新営補正率 
・補正市場単価 × 新営補正率 

 
【執務並行改修の場合（基準補正単価の算定）】 

・市場単価 × 改修補正率 
・補正市場単価 × 改修補正率 

    
  （参考） 

    「基準単価」、「基準補正単価」とは、公共建築工事積算基準等資料第

4 編第 1 章 8（3）による。 

 執務並行改修の場合の基準補正単価は、公共建築工事積算基準等資

料第４編第１章８（３）ロ．基準補正単価の表Ａ－１、表Ｅ－１及び表

Ｍ－１の「市場単価及び補正市場単価改修補正率」によらず、表Ａ－

２、表Ｅ－２及びＭ－２の改修補正率を用いた上記の式により市場単

価（または補正市場単価）を補正して算定すること。 
 

 物価資料の掲載価格（市場単価以外の材工単価）を採用する場合は、掲

載価格を、以下の表の補正率を用いた以下の式により補正する。 
【新営工事、全館無人改修の場合】 

・物価資料の掲載価格 × 新営補正率 

【執務並行改修の場合】 
・物価資料の掲載価格 × 改修補正率 

 

  



表Ａ－２建築工事の補正率 

※「市場単価」：市場単価及び補正市場単価、「物価資料」：物価資料の掲載価格の補正率を示す。 

工 種 摘 要※ 

月単位の週休２日促進工事 
及び 

完全週休２日促進工事 

新営補正率 改修補正率 

仮設工事 物価資料 1.01 1.01 

土工事 市場単価、物価資料共通 1.01 1.01 

地業工事 物価資料 1.01 1.01 

鉄筋工事 市場単価、物価資料共通 1.01 1.01 

コンクリート工事 市場単価、物価資料共通 1.01 1.01 

型枠工事 市場単価、物価資料共通 1.01 1.01 

鉄骨工事 物価資料 1.02 1.02 

既製コンクリート 物価資料 1.01 1.01 

防水工事 市場単価 1.01 1.08 

防水工事（ｼｰﾘﾝｸﾞ） 市場単価 1.01 1.14 

防水工事 物価資料 1.01 1.01 

石工事 物価資料 1.01 1.01 

タイル工事 物価資料 1.01 1.01 

木工事 物価資料 1.01 1.01 

屋根及びとい 物価資料 1.01 1.01 

金属工事 市場単価 1.01 1.09 

金属工事 物価資料 1.01 1.01 

左官工事 

(仕上塗材仕上) 

市場単価 
1.01 1.01 

左官工事 

(仕上塗材仕上以外) 

市場単価 
1.01 1.16 

左官工事 物価資料 1.01 1.01 

建具（ｶﾞﾗｽ） 市場単価 1.01 1.10 

建具（ｼｰﾘﾝｸﾞ） 市場単価 1.02 1.16 

建具 物価資料 1.01 1.01 

塗装工事 市場単価 1.01 1.15 

塗装工事 物価資料 1.01 1.01 

内外装工事 市場単価 1.01 1.13 

内外装工事 

（ﾋﾞﾆﾙ系床材） 

市場単価 
1.01 1.08 

内外装工事 物価資料 1.01 1.01 

内外装工事 

（ﾋﾞﾆﾙ系床材） 

物価資料 
1.01 1.01 

仕上げユニット 物価資料 1.01 1.01 

排水工事 物価資料 1.01 1.01 

舗装工事 物価資料 1.01 1.01 

植栽及び屋上緑化 物価資料 1.01 1.01 



 

表Ｅ－２電気設備工事の補正率 

 
 
表Ｍ－２機械設備工事の補正率 

 

工 種 摘 要 

月単位の週休２日促進工事 
及び 

完全週休２日促進工事 

新営補正率 改修補正率 

配管工事 

電線管、2 種金属線ぴ 
及び同ﾎﾞｯｸｽ 

1.01 1.19 

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ 1.01 1.15 

位置ﾎﾞｯｸｽ及び 

位置ﾎﾞｯｸｽ用ﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ 
1.01 1.18 

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 1.01 1.13 

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ用接地端子 1.00 1.00 

防火区画貫通処理 
 ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ用（壁・床） 

1.01 1.14 

防火区画貫通処理 

 金属管・丸型用 
1.01 1.05 

（電動機その他接続材

工事） 
金属製可とう電線管 

1.01 1.15 

配線工事 
600V 絶縁電線及び 

600V 絶縁ｹｰﾌﾞﾙ 
1.01 1.17 

接地工事 
（接地極工事） 

銅板式、銅覆鋼棒、 
接地極埋設票(金属製) 

1.01 1.01 

工 種 摘 要 

月単位の週休２日促進工事 
及び 

完全週休２日促進工事 

新営補正率 改修補正率 

保温工事 
配管用、ダクト用及び消
音内貼 

1.01 1.15 

ダクト設備 
低圧ﾀﾞｸﾄ、排煙ﾀﾞｸﾄ及び 
低圧ﾁｬﾝﾊﾞｰ類 

1.01 1.15 

ダクト付属品 
既製品ﾎﾞｯｸｽ、制気口、 

ﾀﾞﾝﾊﾟー 等の取付手間のみ 
1.02 1.22 

衛 生 器具 設 備

（ユニットを除く） 
取付手間のみ 1.02 1.22 



 

（別紙２） 

 

週休２日促進工事におけるとりこわし工事に 

係る物価資料掲載価格の補正について 
営繕課 

 

１  概要  

府営繕工事における週休２日促進工事の実施に係る積算方法等の運

用については、従前通知のとおり国通達に準拠して積算することとする

が、物価資料の掲載価格（市場単価以外の材工単価）のうち、とりこわ

し工事に係る掲載価格については、国通達に補正率が定められていない

ことから、次のとおり京都府の取扱いを定める。  

 

 

２  とりこわし工事に係る物価資料の掲載価格の補正  

単価の補正方法等については、国通達に準拠し、以下による。  

とりこわし工事に物価資料の掲載価格を採用する場合は、掲載価格を

以下の表の補正率を用いた以下の式により補正する。  

【新営工事、全館無人改修の場合】  

・物価資料の掲載価格  × 新営補正率  

【執務並行改修の場合】  

・物価資料の掲載価格  × 改修補正率  

 

表  とりこわし工事の補正率  

工種  摘要  

月単位の週休２日促進工事  

及び  

完全週休２日促進工事  

新営補正率  改修補正率  

解体工事  物価資料  1.02 1.02 

改修工事（撤去） 物価資料  1.02 1.02 

 

３  参考  

国の取扱いにおいては、専門工事業者の見積価格等を参考にして単価

及び価格を算出することとしている。  


